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西
原
町
小
橋
川
の
鉄
塔
近
く
に
骨
つ
ぼ

が
９
年
以
上
も
放
棄
さ
れ
て
い
る
問
題

で
、
同
町
と
地
権
者
の
沖
縄
電
力
は
ど
ち

ら
が
処
理
す
る
か
協
議
を
続
け
て
い
る
。

し
か
し
、
誰
が
何
の
目
的
で
放
棄
し
た
の

か
は
謎
の
ま
ま
¨
根
本
的
な
問
題
は
、
誰

の
も
の
か
分
か
ら
な
い
遺
骨
が
放
置
さ
れ

た
と
こ
ろ
に
あ
り
そ
う
だ
。
県
内
の
墓
地

状
況
を
リ
ポ
ト
ト
す
る
。

（通
信
部

”
下
里
潤
）

遺
骨
が
遺
棄
さ
れ
る
可
能
性
と

し
て
無
縁
仏
を
第
二
者
が
発
見

し
、
別
の
場
所
に
放
置
す
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
管
理
さ
れ
た
公

営
墓
地
や
伝
統
的
な
門
中
墓
は
無

縁
仏
に
な
り
に
く
い
が
、
近
年
は

管
理
が
行
き
届
き
に
く
い
個
人
所

有
の
家
族
墓
が
急
増
。
核
家
族
化

な
ど
で
親
族
関
係
が
希
薄
に
な

つ

た
上
、
未
婚
や
子
ど
も
を
持
た
な

い
夫
婦
が
増
え
た
こ
と
で
墓
が
継

承
さ
れ
な
く
な
る
事
例
が
増
え
て

い
る
。

本
土
で
は
、
公
益
法
人
や
宗
教

法
人
な
ど
が
永
続
的
に
墓
地
を
管

理
す
る
の
が

一
般
的
な
の
に
対

し
い
沖
縄
は
先
祖
崇
拝
で
個
人
の

墓
を
造
る
独
特
の
習
慣
が
あ
り
、

こ
れ
が
無
縁
仏
を
つ
く
り
出
す
要

因
の

一
つ
と
な

っ
て
い
る
。

無
縁
仏
に
詳
し
い

「う
―
と
―

と
１
沖
縄
」
の
伸
田
英
安
理
事
長

は

「
西
原
の
事
例
は
た
ま
た
ま
発

見
さ
れ
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
。
県

内
に
は
無
縁
仏
が
多
く
、
山
中
な

ど
不
法
に
遺
骨
が
捨
て
ら
れ
る
事

例
が
相

当
数
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
」
と
指
摘
す
る
。

沖
縄
の
風
習
考
慮

墓
地
の
建
設
は
、
１
９
７
２
年

の
本
土
復
帰
に
よ
り
墓
地
埋
葬
法

が
適
用
さ
れ
、
県
知
事
の
許
可
が

必
要
に
な

っ
た
。
個
人
で
墓
を
造

る
こ
と
は
原
則
的
に
認
め
ら
れ
て

い
な
い
が
、
県
は
沖
縄
の
風
習
を

考
慮
し
て
特
例
的
に
個
人
墓
地
を

容
認
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
住

宅
地
な
ど
無
秩
序
に
墓
地
が

″乱

立
″
す
る
結
果
に
。
法
律
の
こ
と

を
知
ら
ず
無
許
可
で
墓
を
造
る
人

も
多
く
、
都
市
計
画
や
景
観
に
も

悪
影
響
が
出
て
き
て
い
る
。

県
薬
務
衛
生
課
に
よ
る
と
県
内

の
墓
の
総
数
は
約
７
万
５
４
０
０

で
、
う
ち
県
の
許
可
を
得
て
い
な

い
墓
は
約
半
数
に
あ
た
る
約
３
万

７
０
０
０
。
仲
田
理
事
長
に
よ
る

と
那
覇
市
の
識
名
園
だ
け
で
も
、

約
２５
％
が
無
縁
仏
化
し
て
お
り
、

こ
み
の
不
法
投
棄
や
野
良
犬
の
は

い
か
い
な
ど
住
環
境
の
悪
化
を
招

い
て
い
る
。

県
が
００
年
に
指
針

問
題
が
深
刻
な
の
は
、
区
画
整

理
な
ど
で
墓
が
発
見
さ
れ
た
と

き
。
無
縁
仏
の
場
合
、
看
板
や
富

報
な
ど
で
１
年
間
、
告
示
す
る
必

要
が
あ
り
、
そ
の
間
工
事
は
ス
ト

ッ
プ
。
資
金
の
問
題
や
処
理
の
煩

雑
さ
か
ら
遺
棄
さ
れ
る
可
能
性
も

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
事
態
を
重
く

見
た
県
は
２
０
０
０
年
３
月
に
墓

地
公
園
整
備
基
本
指
針
を
作
鳴

管
理
が
困
難
な
個
人
所
有
の
墓
の

規
制
を
強
化
し
、
市
町
村
な
ど
公

共
団
体
が
主
体
と
な
る
公
営
墓
地

の
整
備
を
求
め
て
い
る
。

現
在
、
県
内
に
あ
る
公
営
墓
地

は
３２
カ
所
。
県
薬
務
衛
生
課
は
昼

地
需
要
に
対
応
で
き
て
お
ら
ず
、

全
然
足
り
な
い
状
況
」
と
嘆
く
。

同
課
は

「法
律
を
県
民
に
周
知

し
、
受
け
皿
と
し
て
の
公
営
墓
地

を
設
置
す
る
こ
と
が
急
務
だ
。
今

後
は
市
町
村
に
墓
地
認
可
権
が
委

譲
さ
れ
て
い
く
の
で
、
地
域
に
適

し
た
対
応
を
行

っ
て
ほ
し
い
」
と

話
し
て
い
る
。

親
族
希
薄
で
遺
棄
か

公営墓地整備も数足りず
墓に関する法律の周知
を呼び掛ける仲田英安
理事長=那覇市内

西原 ,骨つぼ9年間放置
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